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（１）奈良県公共交通基本計画、奈良県地域公共交通網形成計画
（平成２８年３月策定）

　道路は、県民生活に密着したインフラとして、通勤・通学、買い物、散策等、生活における多様な目的の

移動の用に供する施設です。

　また、高齢社会の到来、地球環境問題への対応、健康志向の高まり等を受け、自家用車に過度に依存し

ない交通体系を構築することが重要であることから、自動車交通の円滑化のみならず、公共交通における

以下の取組を進めています。

地域交通課

奈良県地域公共交通網形成計画奈良県公共交通基本計画

公共交通における取組4

奈良県地域公共交通網形成計画

■計画のポイント

1. 県、市町村、交通事業者、県民等による『連携の証』

2. 『公共交通とまちづくりのデッサン』

3. 奈良県地域交通改善協議会の枠組みを活用し、実効性、継続性を確保

　本計画では、地域が目指すべき将来像とともに、その中で公共交通が果たすべき役割を明確にし

た上で、公共交通の活性化や再生に向けた取組の方向性を定めています。計画区域内の住民の移動

ニーズを踏まえながら、地域特性に応じた多様な交通サービスの組み合わせや移動環境の向上、公

共交通の利用促進等、具体的な取組を定めています。

奈良県公共交通基本計画

■計画のポイント

　本計画では、公共交通施策を実施するにあたっての基本的な方針や、奈良県が総合的かつ計画的

に講ずべき施策について定めています。

バスロケーションシステムのサービスが始まりました
トピック

　バスロケーションシステムは、パソコンやスマートフォン、主要バス

停等に設置されたデジタルサイネージにおいて、ＧＰＳを用いて収集

されたバスの位置情報をリアルタイムで提供するサービスです。

　本県では、県の補助金等を活用し、奈良交通株式会社において平成２

９年から整備が進められています。

　平成３０年３月より奈良市中心部でサービス提供が開始され、同年

１２月に同社の定期路線バス全線へ提供エリアが拡大されました。

　平成３１年度は近鉄奈良駅やＪＲ奈良駅に整備されているバス総合

案内システム等が数カ所に整備される予定です。

　公共交通に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針等を定めた「奈良県公共交通基

本計画」や、地域全体を見渡した総合的な公共交通ネットワークの形成を図ることを目的とした「奈良県地

域公共交通網形成計画」に基づき、公共交通により円滑な移動を享受できる持続可能な地域社会の実現を目

指しています。

▲バスロケーションシステム

【スマートフォン画面イメージ ( 奈良バスなび web)】

１．『社会インフラ』としての公共交通　　　　　　

２．移動ニーズに応じた交通サービスの実現

３．関係者の連携・協働～『奈良モデル』～

４．バリエーション豊かな交通サービス

５．まちづくりや医療、観光等に係る施策との連携

６．データに基づく実証的アプローチ



協議会の取組方針

１．路線の必要性・補助の妥当性を診断指標に基づき客観的に診断
２．ＰＤＣＡサイクルによる定期的な検証
３．路線単位で協議

（２）奈良県地域交通改善協議会

地域交通課

▲第７回幹事会（H30.２.23) ▲第16回路線別検討会議（北西部Ｃグループ）

▲奈良交通（株）が運行する路線バス
八木新宮線

大和八木駅（橿原市）～新宮駅（和歌山県新宮市）

（３）路線バス、コミュニティバス等への支援

▲市町村により整備されたバス情報表示装置
   （コミュニティバスの運行情報やバスロケーション情報等を提供）  
   「小さな道の駅 ひよしのさとマルシェ」（東吉野村）
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公共交通における取組4

　地域交通に係る様々な課題に対応するため、県、市町村、交通事業者等で構成される「奈良県地域交通改善

協議会」を設置しています。

　協議会では関係者が連携・協働して、ＰＤＣＡサイクルによる交通サービスの維持・確保・活性化に向けた取

組を行うとともに、まちづくりと一体となった公共交通のあり方や利用促進策についても検討を進めています。

　バスによる公共交通ネットワークを維持・確保するため、市町村を跨ぐ基幹的なバス路線や、市町村等が運

営するコミュニティバス等に対して支援しています。

（４）外国人観光客客受け入れの環境整備
　外国人観光客の安心・快適な県内移動・周遊と滞在を促進するため、ユニバーサルデザインタクシーの導入

に対する支援等をしています。

▲ユニバーサルデザインタクシー▲


